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2020 年 10 月、菅首相は所信表明演説で「我が国は

2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロに

する」、いわゆるカーボンニュートラル宣言を発した。

これを受けて、同年 12 月に経済産業省が「2050 年カー

ボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定した。

国が「経済と環境の好循環」を作っていこうとする政策を

示したことにより、産業界は事業構造の大きな転換を迫

られている。電気事業はこれまで一定割合の CO2 の排

出源であったが、これをいかに低減させてゼロエミッ

ションを実現していくかは今や電力部門の最優先課題に

位置付けられている。再生可能エネルギーの有効利用を

図る技術の確立、水素を軸としたエネルギーチェーンの

構築、火力プラントでの CO2 の回収、原子力の安全性

向上など、そのいずれもがカーボンニュートラルを実現

するためのキーテクノロジーである。しかもそこに至る

には、従来の研究開発・技術開発の延長線上にはないイ

ノベーションの創出が必須とされている。未だ実在しな

い技術に我が国の命運を託す（託さなければならない）こ

との意味は重い。

電力中央研究所（Central Research Institute of Electric 

Power Industry）は電気事業の共同の研究機関として、科

学技術研究を通じて電気事業と社会に貢献することを標

榜してきた。電力中央研究所は 10 の研究所、センター

（Research Laboratories and Centers）から構成されている。

その一組織であるところの材料科学研究所は、電力の安

定供給を支える機器設備の安全で合理的な運用を可能と

するため、構造材料および機能材料の特性評価、損傷評

価法ならびに設備診断技術の開発、新機能発現材料の開

発・評価などに取り組むとともに、これらの研究の基礎

となる分析技術の高度化にも挑んでいる。研究の対象を

火力、原子力発電分野に留めることなく、送配電や需要

家の分野にもウイングを拡げている。また、材料科学研

究所の特長として、材料技術は実用化されてはじめて価

値あるものとなるとの考えの下、研究のコアとなる「材

料科学（Science）」と、その成果を実用化に結びつける「材

料工学（Engineering）」の両者を融合させて研究開発を進

めていることが挙げられる。このような取り組みを通じ

て、電気事業とエネルギー産業における材料問題のソ

リューション・プロバイダーを目指して現在に至っている。

このたび、こういった活動を支える当所の高度評価・

分析技術として、材料劣化と微細組織変化、超小型試験

片による原子炉圧力容器鋼の強度評価、微小サンプルに

よるボイラ配管溶接部の余寿命評価、実機配管の内圧ク

リープ試験による寿命評価・非破壊検査、塗装構造物に

おける塗装劣化評価、および Lamb 波の非破壊検査への

適用、の 6 件を紹介する機会を頂いた。読者諸氏の業務

といささかでも協力の可能性があるようならお報せいた

だければ幸甚である。材料技術は実用化されてはじめて

価値あるものであるから。

（2021 年 5 月 24 日）
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保全学会には発足時からの会員である。保全学会にお

ける保全学とは、既に一定の原理に基づき体系化された

知の集合ではなく、発電設備における日常の点検行為と

簡易な修繕動作を指す「保全」を、発電設備の生産活動の

想起（設計）からエンドステート（廃止措置の最終形）まで

を包絡する知の体系化（を目指す活動）を意味する概念と

して定義された（と理解している）。その活動は、従来の

学術的、理念的なものに拘ることなく現場における実例、

経験知を体系に取り込み形式知化することで、保全学と

しての構築を達成することを目指した（と理解している）。

学会発足後凡そ 10 年を経た 2011 年に東北大震災が発

生し、東京電力福島第一原子力発電所事故が起きた。事

故の発生原因や拡大要因、過酷事故に至らしめた様々な

背景要因については多くの報告がなされており、本稿で

は触れない。私個人は、事故当時の発電所長が保全学会

活動の中で知己を得た吉田昌郎氏だったこともあり、保

全学会が目標としてきた発電設備の生涯の保全の実現、

それをサポートする要素である規格工学、検査システム

工学、事故工学、事故事象分析学等の発展、整備、そし

て現場への展開という視点から、何が不足し、何を加速

しなければならなかったのか、という強烈な反省に襲わ

れたことを覚えている。実学としての体系を含めた保全

の在り方議論、見つめ直しの必要性への思いである。

事故から、10 年が経つ。原子力は信頼を落とし、関

係者は自信を失ったように見える。信頼回復のための努

力は続けられているが、その中心は規制活動にあり、そ

の規制も状況に委縮し合理性を打ち出せないように見え

る。少なくとも、規制強化による設備増強のみでは信頼

性回復への真の解決は望めないものと思う。

現在、既存炉の再開、その後の寿命延伸、さらにその

後の革新炉導入への議論がようやく緒に就きつつある。

その議論には、いずれも社会からの信頼回復が必須要件

になる。発足時保全学会が目指した目標の 1 つは保全活

動の種々の技術に支えられる合理性と透明性、理解容易

さを通じた（社会）信頼性獲得である。それには、少なく

とも技術開発側、技術利用側、安全規制側が共有できる

論理基盤が必須であり、さらに言えばその構成、論理が

一般にも納得できることが重要である。それは、文頭で

も引用した保全学会設立時に目指したもの、発電設備の

生産活動の想起（設計）からエンドステート（廃止措置の

最終形）までを包絡する知の体系化であり、プラント生

涯を通した整合性、合理性の有る規格基準であると思う。

その具体的な提案が、故朝田泰英東大名誉教授により、

創刊号に掲載されている。「システム化規格」と呼称され

た構想は、現在我が国の機械学会の原子力専門委員会目

標信頼性検討タスクにおいてリスク情報を新型炉に適用

する上で必要と考える「目標信頼性に基づく発電用原子

力施設静的機器の構造評価ガイドライン」（仮称）の策定

に向けて審議が佳境に差し掛かっている。この思想は、

日本原子力研究開発機構を中心とした関係者の努力によ

り、先行して米国でも議論が進められ、その基本部分は

米国機械学会（ASME）ボイラー及び圧力容器規格委員会

原子力供用期間中検査規格にすでに採用されており、さ

らに具体の成果も、信頼性及び健全性マネジメント手法

及びシステム化規格に係る ASME/JSME 合同タスクによ

り遠からず ASME 規格に採用される見通しである。保

全学会創設時の先人の考え、タネは確実に成長し実を結

びつつあると言える。

本号が会員、読者の手元に届く頃、この国の次期エネ

ルギー基本計画議論もかなり進んでいるものと期待する。

その中では、既述した既存炉の再開促進やその後の原子

力エネルギー利用の考え方等が議論されているものと考

えるが、その基本計画の速やかな実現、促進へのうねり

が、創設時から営々と培われている保全学の構築、保全

学会の活動に支えられることを真に望むものである。

（2021 年 4 月 23 日）
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